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「東証第１部上場企業の2008年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」  
～６年連続の増加となったが、先行きの不透明さから伸び幅は縮小傾向～ 

 

民間調査機関の（財）労務行政研究所（理事長：矢田敏雄、東京都港区東麻布１－４－２）では、東証第１部上場企業を対象に、主に今年の賃

上げと同時期に交渉・決定している2008年夏季賞与・一時金の妥結水準を調査・集計した。 

調査結果によると、今年の東証第１部上場企業の夏季賞与・一時金は、全産業平均（175社）で74万3380円、同一企業でみた昨夏の妥結実績（73

万6959円）と比較すると、金額で6421円、伸び率（対前年同期上昇率）で0.9％の上昇となった［図表１］。伸び率の推移をみると（［図表２］左）、

03年（対前年同期上昇率0.8％）以降、６年連続で対前年同期比プラスとなったものの、05年をピークに伸びは毎年縮小している。今春季交渉では、

大手企業を中心に「賃上げ容認論」とも取れる経営側の発言が取りざたされたが、米国のサブプライムローン問題、原油価格の高騰に伴う素材価

格の上昇、円高等のリスク要因がクローズアップされる中、先行きの不透明さと厳しい収益環境下で、賃金抑制姿勢が変わることはなかった。 

産業別にみると［図表１］、製造業の支給水準は74万6105円とほぼ前年並みで、対前年同期上昇率は0.4％にとどまり、前年の上昇率（同2.6％）

を大きく下回っている。一方、非製造業は金額で73万4751円、対前年同期上昇率は同2.3％と、前年同期の伸び率（同1.0％）を上回り、製造業に

比べ好調さをみせた｡ 

支給月数の傾向をみると［図表３］、平均では2.43カ月となり、同一企業でみた場合、前年同期（2.40カ月）を0.03カ月上回った。なお、支給

月数の分布では、「2.5カ月台」が10.7％と最も多く、「2.0カ月台」（10.0％）、「2.6カ月台」（9.3％）と続いている。 

 

図表１  2008年夏季賞与・一時金の妥結状況（東証第１部上場企業） 

＜単純平均＞                                  ―2008年 4.14現在― 

 

[注] １．調査要領については、次ページ参照。 

   ２．2008年夏季妥結の集計社数が１社の業種（倉庫・運輸関連、サービス）は、掲載を省略した｡ 

   ３．集計は「2008年夏季｣｢2007年夏季｣｢2007年年末｣の３者の金額が把握できた企業についてのみ実施。ただし、年間協定で、妥結額が年間

総額しかつかめない企業については、前年実績を基に試算し、集計に含めた｡ 

   ４．平均年齢は、当研究所で行った2008年賃上げ妥結状況取材時に把握した各社データを流用・集計したものである。また、△ はマイナス

を表す（［図表２］も同じ）。 
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調査結果のポイント 

１．全産業平均：74万3380円、対前年同期上昇率0.9％。６年連続の増加となったが、先行きの不透明さから07年の上昇率（同2.2％）を

下回る[図表１、２] 

２．産業別の状況：非製造業の対前年同期上昇率2.3％に対して、製造業は同0.4％と小幅な伸びにとどまる[図表１] 

３．平均支給月数：2.43カ月と07年よりも0.03カ月アップ[図表３] 

 

 

図表２  労務行政研究所集計による一時金妥結結果の推移（東証第１部上場企業、単純平均） 

 
[注] １．上記では、春季交渉時決定分の夏季一時金集計、および春季～夏季交渉時に年間協定で一括決定している年末一時金集計の推移を掲

載した。なお、2005年までは、春季交渉時以降、夏季もしくは秋季～冬季に単期交渉で決定している繊維や建設（ゼネコン系）等の

妥結結果を含む最終集計を実施していたが、06年以降は行っていない。 

２． （ ）内は対前年同期上昇率であり、各年の集計対象企業のうち、前年同期と比較できる同一企業について伸び率を算出したもので

あるため、当年・前年の各金額集計（妥結額）を比較しても伸び率は一致しない。 

３．金額集計・月数集計は, それぞれ集計企業（社数）が異なるため、対応しない。 

４．＜参考＞の賃上げ率は、日本経団連による大手企業の最終集計（加重平均。なお、08年は4月23日時点の中間集計）。 

 

 

図表３  支給月数の分布状況（東証第１部上場企業140社、07・08年）              

 

 

調 査 要 領  

 

1． 集計対象・集計社数：対象は、東証第1部上場企業のうち、原則として労組が主要な単産に加
証第1部上場企業の場合、その主要子会社は集計対象としている。このうち、今年の賃上げと
る企業175社について集計した。 

2． 妥結額の集計対象範囲と集計方法：妥結額の集計対象範囲は、原則として組合員１人当たり平
全従業員平均による妥結額についても集計に含む）。集計に当たっては、各社の１人当たり平

（単純平均）。 
3．集計日：2008年４月１４日 （調査時期：2008年3月12日～4月14日） 
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盟している企業。なお、持ち株会社が東

同時期に夏季賞与・一時金を決定してい

均（一部の年齢ポイント、標準労働者、

均を単純に足し上げて集計社数で除した

直通） 


